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４-(１) 令和７年度ＰＴＡ事業報告

行 事 名 場 所 実 施 日

１ つるぎ高校第１回ＰＴＡ役員会・特別活動後援会役員会 本校多目的室 ４月２４日(木)

２ つるぎ高校ＰＴＡ総会・特別活動後援会 本校体育館 ５月１０日(土)

３ 徳島県高等学校ＰＴＡ連合会第１回理事会 徳島県教育会館 ５月２２日(木)

４ 徳島県産業教育振興会総会 徳島県教育会館 ５月２８日(水)

５ 徳島県高等学校ＰＴＡ連合会 徳島県教育会館 ６月１０日(火)
並びに徳島県高等学校ＰＴＡ連合会安全互助会総会

徳島県高等学校生徒生活指導連絡協議会総会

６ 第６４回中国四国四国地区高等学校ＰＴＡ連合会大会 島根県 ７月４日(金)

７ 美馬地域高等学校生徒生活指導連絡協議会総会・幹事会 本校 ７月８日(火)

８ 徳島県高等学校交通安全教育研究会総会 県文化の森 ７月２３日(水)
交通マナーアップクラブ総会・研究会 21世紀館

９ 第７１回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会 三重県 8月21･22日(木･金)

１０ つるぎ高校体育祭バザー 本校 １０月１５日（水）

１１ 徳島家庭教育のつどい JRﾎﾃﾙｸﾚﾒﾝﾄ徳島 １１月 ９日（日）

１２ 徳島県高等学校生徒生活指導連絡協議会研究大会 本校(オンライン) １１月２１日（金）

１３ つるぎ高校学校保健委員会 本校 １２月１１日（木）

１４ 人権教育映画鑑賞 本校 １２月１８日（木）
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４-(２)-1 令和７年度学校徴収金決算報告・監査報告（PTA会費）
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４-(２)-２ 令和７年度学校徴収金決算報告・監査報告（体育振興会会費）
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４-(3)令和７年度 本部役員（案）について

役職 役員名 生徒クラス 生徒名 備考

会長

副会長 兼 特別活動後援会長

副会長 兼 家庭教育研修部長

副会長 兼 人権教育推進部長

副会長

副会長 (校長) 岩野 泰典 校長

評議員

評議員

評議員

評議員

評議員

監事

監事
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４-（４） 令和８年度 ＰＴＡ事業計画(案)

行 事 名 場 所 実 施 日

１ つるぎ高校第１回ＰＴＡ役員会・特別活動後援会役員会 本校多目的室 ４月２３日(木)

２ つるぎ高校ＰＴＡ総会・特別活動後援会 本校体育館 ５月９日(土)

３ 徳島県高等学校ＰＴＡ連合会第１回理事会 ５月２１日（木）

４ 徳島県産業教育振興会総会 徳島県教育会館

５ 徳島県高等学校ＰＴＡ連合会 徳島県教育会館 ６月１２日（金）
並びに徳島県高等学校ＰＴＡ連合会安全互助会総会

徳島県高等学校生徒生活指導連絡協議会総会

６ 中国四国四国地区高等学校ＰＴＡ連合会大会 香川県 ７月１０日（金）

７ 美馬地域高等学校生徒生活指導連絡協議会総会・幹事会 ７月

８ 徳島県高等学校交通安全教育研究会総会 ７月
交通マナーアップクラブ総会・研究会

９ 全国高等学校ＰＴＡ連合会大会 大分県 8月20、21日(木、金)

１０ 第２回ＰＴＡ役員会 本校

１１ つるぎ高校体育祭バザー 本校 １０月１４日（水）

１２ 徳島家庭教育のつどい １０月

１３ 徳島県高等学校生徒生活指導連絡協議会研究大会 １１月

１４ つるぎ高校学校保健委員会 本校 １２月

１５ 第４４回部落解放・人権徳島地方研究集会 １月
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4-(５)-１ 令和８年度 学校徴収金予算(案) （ＰＴＡ会計）
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４-(5)-２ 令和８年度学校徴収金予算（体育振興会会費）
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特 別 活 動 後 援 会 総 会 次 第

１ 特別活動後援会長あいさつ

２ 学校長あいさつ

３ 議事

(1) 令和７年度 事業報告

(2) 令和７年度 決算報告・監査報告

(3) 令和７年度 役員改選(案)

(4) 令和８年度 事業計画(案)

(5) 令和８年度 学校徴収金予算(案)

４ そ の 他
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3-(1) 令和７年度 事業報告
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３-(２) 令和７年度 決算報告・監査報告
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3-(3) 令和８年度 役員改選(案)

3-(4) 令和８年度 事業計画(案)
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3-(5) 令和８年度 学校徴収金予算(案)
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『ＰＴＡ会則』

（名 称）
第１条 本会は、徳島県立つるぎ高等学校ＰＴＡと称する。
（事務局）
第２条 本会は、事務局を徳島県立つるぎ高等学校内に置く。
（目 的）
第３条 本会の目的は、次のとおりとする。
（１）生徒の福祉を増進する。
（２）生徒の教育について常に家庭と学校との関係を緊密にし、保護者と教職員が互いに協力する。
（３）学校の教育的環境整備を図る。
（４）教育に関する諸経費を調査し、教育財政確立のための運動を行う。
（組 織）
第４条 本会は、本校在校生の保護者及び本校教職員を会員として組織する。
（役員）
第５条 本会には、次の役員を置く。
（１）会 長 １ 名
（２）副会長 ５ 名（家庭教育研修部長、人権教育推進部長、特別活動後援会長・副会長、学校長が兼任する）
（３）評議員 ２０名程度（各クラス1～２名を基本とする）
（４）監 事 若干名
（５）顧 問 若干名
（６）書 記 １ 名
（７）会 計 １ 名

なお、役員は特別活動後援会役員と兼任することができる。
（任 務）
第６条 役員の任務は、次のとおりとする。
（１）会長は、会務を統活し、本会を代表する。
（２）副会長は、会長を助け会長事故あるときにはこれに代わる。
（３）評議員は、会務を評議する。
（４）書記は、総会の議事を記録し、各種会合を通知する。
（５）監事は、会務並びに会計を監査する。（特別活動後援会等の監査にも充たる）
（６）会計は、本会のすべての金銭の収入･支出を正確に記録し、総会において収支を報告する。
（７）顧問は、会長の諮問に応ずる。
（選出・任期）
第７条 役員の選出並びに任期は、次のとおりとする。
（１）役員の選出は、役員会で選出し総会で承認を得る。
（２）役員の任期はすべて１年とする。ただし、再任は妨げない。
（３）役員は後任決定まで留任するものとする。
（招集・議決）
第８条 総会・役員会の招集、議決は次のとおりとする。
（１）総会は最高決議機関であって、毎年１回以上会長がこれを招集する。
（２）総会は会員の３分の１以上（委任状を含む）の参加で成立し、出席者の過半数をもって決する。
（３）役員会は、適宜必要に応じて会長がこれを招集する。緊急やむを得ない時は、総会に代わることができる。
（４）役員会は出席者の過半数をもって決する。
（５）本会に、家庭教育研修部、人権教育推進部を置き、これらの規約については別に定める。
（経 費）
第９条 本会の経費は、会員の会費並びに寄付金をもって充てるものとする。
（会計年度）
第１０条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わる。
（会則の変更）
第１１条 会則の変更は、総会において出席者の３分の２以上の賛同を経なければならない。

附 則
１ この会則は、平成２６年４月１日から施行
２ 令和８年４月１日一部改正
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『ＰＴＡ家庭教育研修部規約』

（名 称）
第１条 当部は、徳島県立つるぎ高等学校ＰＴＡ家庭教育研修部と呼ぶ。
（目 的）
第２条 当部は、ＰＴＡに属する１部会として、生徒の教育に寄与するとともに、会員相互の修養と親睦をはかること

を目的とする。
（事 業）
第３条 当部は、第２条の目的を達するために次の事業を行う。
（１）教育文化･修養に関する講演会･講習会･座談会などの開催
（２）家庭教育研修の助成活動
（３）学校行事等への賛助並びに奉仕
（４）その他教育上必要な事項
（組 織）
第４条 当部は、ＰＴＡ会員をもって組織する。
（役 員）
第５条 当部に次の役員をおく。
（１）部 長 １ 名 （ＰＴＡ副会長の１名がこれを兼ねる)
（２）副 部 長 １ 名
（３）部 員 若干名
（任 務）
第６条 役員の任務は、次のとおりとする。
（１）部長は、当部の活動を統括し、運営にあたる。
（２）副部長は、部長を助け部長事故あるときにはこれに代わる。
（任 期）
第７条 役員の任期は、１年とする。ただし再選は妨げない。
（選 出）
第８条 部長・副部長等の選出は次のとおりとする。
（１）部長の選出は、役員会で選出し総会で承認を得る。
（２）副部長は、部長が委嘱する。
（３）部員は部長が選出する。
（経 費）
第９条 当部の活動に必要な経費はＰＴＡ会費によるものとする。

附 則
１ この規約は、平成２６年４月１日から施行
２ 令和８年４月１日一部改正

『ＰＴＡ人権教育推進部規約』
（名 称）
第１条 当部は、徳島県立つるぎ高等学校ＰＴＡ人権教育推進部と呼ぶ。
（目 的）
第２条 当部は、ＰＴＡに属する１部会として、ＰＴＡ会員相互の人権問題に関する学習をより一層推進するとともに
学校人権教育の充実に寄与することを目的とする。

（活動内容）
第３条 第２条の目的を達成するため、学校人権教育と綿密な連携のもとに次のような活動を行う。
（１）会員相互の人権問題学習に関する活動
（２）学校人権教育行事などへの賛助活動
（３）生徒の人権教育を支える条件作りのための活動
（４）社会人権教育への参加
（５）その他
（組 織）
第４条 当部は、ＰＴＡ会員をもって組織する。
（役 員）
第５条 当部に次の役員をおく。
（１）部 長 １ 名 (ＰＴＡ副会長の１名がこれを兼ねる)
（２）副 部 長 １ 名
（３）部 員 若干名
（任 務）
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第６条 役員の任務は、次のとおりとする。
（１）部長は、当部の活動を統括し、運営にあたる。
（２）副部長は、部長を助け部長事故あるときにはこれに代わる。
（任 期）
第７条 役員の任期は、１年とする。ただし再選は妨げない。
（選 出）
第８条 部長・副部長等の選出は次のとおりとする。
（１）部長の選出は、役員会で選出し総会で承認を得る。
（２）副部長は、部長が委嘱する。
（３）部員は部長が選出する。
（経 費）

第９条 当部の活動に必要な経費はＰＴＡ会費によるものとする。

附 則
１ この規約は、平成２６年４月１日から施行
２ 令和８年４月１日一部改正

『ＰＴＡ慶弔規定』

１ 転退職記念品代
（１）会長・副会長 役員において協議する。
（２）職員 （２，０００円）＋（１，０００円）×（年数）

２ 死亡弔慰金
（１）職員・生徒及び保護者の死亡 １０，０００円＋花輪
（２）職員の同居家族及び実父母死亡 花輪

『特別活動後援会会則』
（名 称）
第１条 本会は、徳島県立つるぎ高等学校特別活動後援会と称する。
（目 的）
第２条 本会は、徳島県立つるぎ高等学校の特別活動を援助し、その健全な発展を推進することを目的とする。
（事務局）
第３条 本会の事務局は、徳島県立つるぎ高等学校内に置く。
（会 員）
第４条 本会の会員は、次のとおりとする。
（１）本校のＰＴＡ会員（以下｢普通会員｣という）
（２）本会の主旨に賛同する個人（以下「賛助会員」という）
（会 費）
第５条 会費は、次のとおりとする。
（１）普通会員は、通常会費を納入するものとする。
（２）特に必要な場合は、役員会の承認を得て特別会費を徴収することができる。
（役 員）
第６条 本会には、次の役員を置く。
（１）会 長 １ 名 (ＰＴＡ副会長の１名がこれを兼ねる）
（２）副会長 １ 名 (ＰＴＡ副会長の１名がこれを兼ねる）
（３）評議員 ２０名程度
（４）監 事 若干名
（５）顧 問 若干名
（６）書 記 １ 名
（７）会 計 １ 名

なお、役員はＰＴＡ役員と兼任することができる。
（任 務）
第７条 役員の任務は、次のとおりとする。
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（１）会長は、本会を代表して会務を総理し、役員会及び総会を招集して会議の議長を務める。
（２）副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は会務を代行する。
（３）評議員は、議事を協議するとともに会務の運営にあたる。
（４）監事は、会計を監査する。
（５）会計は、本会のすべての金銭の収入･支出を正確に記録し、総会において収支を報告する。
（選出・任期）
第８条 役員の選出・任期は、次のとおりとする。
（１）役員の選出は、役員会で推薦し、総会で承認を得る。
（２）役員の任期は、すべて１年とする。ただし、再任を妨げない。
（３）役員は、後任決定まで留任するものとする。
（招集・議決）
第９条 総会・役員会の招集、議決は次のとおりとする。
（１）総会は最高決議機関であって、毎年１回以上会長がこれを招集する。
（２）総会は会員の３分の１以上（委任状を含む）の参加で成立し、出席者の過半数をもって決する。
（３）役員会は、適宜必要に応じて会長がこれを招集する。緊急やむを得ない時は、総会に代わることができる。
（４）役員会は出席者の過半数をもって決する。
（経 費）
第１０条 本会の経費は、普通会員の会費、特別会費をもってこれに充てる。
（会計年度）
第１１条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。
（会則の改正）
第１２条 会則の変更は、総会において出席者の３分の２以上の賛同を経なければならない。
（細則の決定）
第１３条 この会則に定めるもののほか、本会の会務運営に関する必要な細則は別に定めることができる。

附 則
１ この会則は、平成２６年４月１日から施行
２ 令和８年４月１日一部改正


